
（お知らせ）
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第３条に掲げる品目の解釈について

平成１４年 １１月 １日
経 済 産 業 省
製造産業局化学物質管理課

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令（以下「令」という ）第３条に。
掲げる品目の解釈については、昭和６３年２月１日付け通商産業省基礎産業局化学品安全
課名通知（以下「旧通知」という 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施。）
行令第３条に掲げる品目の解釈について」により実施してきているところです。
この度、本解釈におきまして、必要な品目の追加及び関税率表番号変更に伴う修正等を

行い、原則として下記によることとしましたので、お知らせいたします。令に指定された
品目は、第一種特定化学物質が使用されている場合には、輸入することができない製品で
すので、これらの製品を輸入する際には、該当する第一種特定化学物質が使用されていな
いことを十分確認して下さい。
なお、旧通知は、平成１４年１０月３１日限りで廃止します。

記

１ 令第３条に掲げる品目のうち 「製品」として扱われるものと、なお「化学物質」に、
とどまるものとの区別は 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用につ、
いて （昭和６２年３月２４日付け薬発第２９１号、６２基局第１７１号）及び「化学」
物質の審査及び製造等の規制に関する法律における『化学物質』と『製品』の区別につ
いて （昭和４９年７月１９日付け）に従うものとする。」

２ 令第３条に掲げる品目と関税定率法別表（関税率表）の区分との主要な対比は、別表
のとおりである。
なお、令第３条に規定する木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤とは、防腐、防虫

又は防かび効果を有する第一種特定化学物質に他の物質を混含することにより使用上の
、 、 、 、 、便益を向上させた いわゆる製剤全てを含むものであり 予防剤 駆除剤 土壌処理剤

予防駆除剤、防蟻剤、防かび剤等はこれに該当するものとする。



（別表）
第１種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品と関税定率法別表の対比

第１種特定化学物質 関税定率法別表の区分

潤滑油 ２７１０．１１-２、２７１０．１９-１- (4)、２７１０．１９-２及び３４．
０３のうち主として潤滑の用に供するもの

切削油 ２７１０．１１-２、２７１０．１９-１- (4)、２７１０．１９-２及び３４．
０３のうち切削油

作動油 ２７１０．１９-１- (4)、２７１０．１９-２及び３８．２３のうち作動油

接着剤（動植物系
のものを除く。）

３５．０６、３９．０１から３９．１４まで、４０．０５及び４０．０６のう
ち接着剤（動植物系のものを除く。）

パテ及び閉そく用
又はシーリング用
の充てん料

３２．１４のうちパテ及び閉そく用又はシーリング用の充てん料

塗料（水系塗料を
除く。） ３２．０８、３２．１０及び３２．１２

印刷用インキ ３２．１５

感圧複写紙 ４８．０９、４８．１１及び４８．１６のうち感圧複写紙

液体を熱媒体とす
る加熱用の機器 ８４．１９及び８５．１６のうち液体を熱媒体とする加熱器

液体を熱媒体とす
る冷却用の機器 ８４．１９のうち液体を熱媒体とする冷却器

油入変圧器 ８５０４．２１から８５０４．２３までのうち油入変圧器

紙コンデンサー、
油入コンデンサー
及び有機皮膜コン
デンサー

８５．３２のうち紙コンデンサー、油入コンデンサー及び有機皮
膜コンデンサー

エアコンディショ
ナー ８４．１５

テレビジョン受信
機 ８５．２８

電子レンジ ８４．１９及び８５．１６のうち調理用電子レンジ

潤滑油 ２７１０．１１-２、２７１０．１９-１- (4)、２７１０．１９-２及び３４．
０３のうち主として潤滑の用に供するもの

製　　　品　（内　　訳）

ポリ塩化ビフェニル
（ＰＣＢ）

潤滑油、切削油及び作動油（注：潤
滑油は、常温において液状の潤滑剤
をいう。切削油及び作動油について
も同様である。）

接着剤（動植物系のものを除く。）、パ
テ及び閉そく用又はシーリング用の
充てん料

塗料（水系塗料を除く。）、印刷用イン
キ及び感圧複写紙

液体を熱媒体とする加熱用又は冷却
用の機器

油入変圧器並びに紙コンデンサー、
油入コンデンサー及び有機皮膜コン
デンサー

エアコンディショナー、テレビジョン受
信機及び電子レンジ（注：これらの製
品で輸入が禁止されるのは、上記油
入変圧器並びに紙コンデンサー、油
入コンデンサー及び有機皮膜コンデ
ンサーでＰＣＢが使用されたものを部
分品として組み込んだものである。）

潤滑油及び切削油



切削油 ２７１０．１１-２、２７１０．１９-１- (4)、２７１０．１９-２及び３４．
０３のうち切削油

３８．０８、３８２４．９０－３のうち木材用の防腐剤、防虫剤及び
かび防止剤

３２．０８から３２．１０まで及び３２．１２のうち防腐用、防虫用
又はかび防止用のもの

３８．０８、３８２４．９０－３のうち木材用の防腐剤、防虫剤及び
かび防止剤

３２．０８から３２．１０まで及び３２．１２のうち防腐用、防虫用
又はかび防止用のもの

３８．０８、３８２４．９０－３のうち木材用の防腐剤、防虫剤及び
かび防止剤

３２．０８から３２．１０まで及び３２．１２のうち防腐用、防虫用
又はかび防止用のもの

５１０１．２１、５１０１．２９、５１０１．３０、５１０５．１０、５１０５．
２１、５１０５．２９のうち羊毛（脂付き羊毛を除く。）

３８．０８、３８２４．９０－３のうち木材用の防腐剤及び防虫剤

３５．０３、３５．０５、３５．０６、３９．０１から３９．１４まで、４０．
０５及び４０．０６のうち木材用の接着剤

３２．０８から３２．１０まで及び３２．１２のうち防腐用又は防虫
用のもの

４４０３．１０、４４．０４、４４０６．９０及び４４．０７から４４．０９
までのうち防腐木材及び防虫木材

４４．１２及び４４．１８のうち防腐合板及び防虫合板

羊毛（脂付き羊毛を除く。）

ディルドリン

クロルデン類

木材用の防腐剤及び防虫剤

木材用の接着剤

塗料（防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。）

塗料（防腐用又は防虫用のものに限る。）

防腐木材及び防虫木材

防腐合板及び防虫合板

木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤

アルドリン及びＤＤＴ

塗料（防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。）

ポリ塩化ナフタレン（Ｐ
ＣＮ） [塩素数が三以
上のものに限る。]

潤滑油及び切削油

木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤

塗料（防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。）

木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤



３８０８．２０、３８０８．９０、３８２４．９０－３

３２．０８、３２．０９、３２．１０のうちいわゆる船底塗料、漁網防
汚剤等（貝類、藻類その他の水中生物の付着を防止するもの
に限る。）

５６０８．１１、５６０８．９０（漁網に限る。）

３８１２．３０―１

４００２．１１、４００２．１９のうちスチレンブタジエンゴム

３８．１１のうち酸化防止剤その他の調整添加剤（潤滑油用又
は燃料油用のものに限る。）

２７１０．１１-２、２７１０．１９-１- (4)、２７１０．１９-２及び３４．
０３のうち主として潤滑の用に供するもの

マイレックス ３８．０８、３８２４．９０－３のうち木材用の防虫剤木材用の防虫剤

塗料（貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用の
ものに限る。）

漁網

ｺﾞﾑ老化防止剤

二・四・六-トリ-ター
シャリ-ブチルフェノー
ル　　　　　（ＴＴＢＴ）

酸化防止剤その他の調整添加剤（潤滑油用又は燃料油
用のものに限る。）

スチレンブタジエンゴム

潤滑油

防腐剤及びかび防止剤

Ｎ・Ｎ'-ジトリル-パラ-
フェニレンジアミン、Ｎ-
トリル-Ｎ'-キシリル-パ
ラ-フェニレンジアミン
又はＮ・Ｎ'-ジキシリル
-パラ-フェニレンジアミ

ン

ビス（トリブチルスズ）
＝オキシド
（ＴＢＴＯ）


